
みやま市総合市⺠センター（仮称） 実施設計 2020･ 7･ 7 1設計コンセプト S：noscale

みやま市瀬⾼町下庄字安ノ内792番1号,796番1号,799番1号,800番1号,801番4号
現⾏の瀬⾼公⺠館、瀬⾼体育センター、ふれあいセンター及び市⽴図書館⻄側の駐⾞場を敷地範囲とする。
都市計画区域内（⾮線引き）／区域区分⾮設定／防⽕地域無指定
準住居地域（第⼀種中⾼層住居専⽤地域から⽤途地域変更︓平成30年10⽉1⽇みやま市告⽰第132号）
法22条地域、⽮部川流域景観計画地区
公会堂
16,883.21 ㎡
5,957.61 ㎡／ 5,196.73 ㎡
21.92ｍ／地上２階、地下なし

＜設計コンセプト＞

・

・

・

かつて、旧薩摩街道、旧三池街道沿いの宿場町だったみやま
に、新たな2つの「街道」をつくる。
市役所と図書館を「交流の街道」により結び、施設間の連携
を図るとともに、奥まった敷地に活動⾵景を連続させること
で⼈を引込み、⽇常的な賑わいを創出する。
瀬⾼中央公園と⽮部川を「健康の街道」により結び、まち全
体を健康増進の空間として活⽤する。

■⾵⼟：既存樹⽊の保存とみやまの⾵⼟感じる「くすのき広場」

・

・

敷地に現存する樹⽊を極⼒残し、施設のシンボルとし、樹⽊
の周りに市⺠の憩い空間をつくる。
既存くすのきが⾒守る「くすのき広場」を交流の街道に囲ま
れるように設ける。

■共創：常に使われ続ける市⺠センター■歴史：今あるものを結んで活かす新たな２つの「街道」

・

・

ホールの側⾯を遮⾳の移動間仕切で開放することでロビーや
外部と⼀体的に利⽤できる計画とする。
劇場・体育利⽤に留まらず「まるごとみやま秋穫祭」などの
⼤規模イベントを含めた様々な利⽤により、いつも誰かが新
しい使い⽅を発⾒できる多⽬的ホールとする。

■斜線規制
■⽇影規制
■隣接道路

■その他

[ 道路斜線 ] 適⽤距離︓20m 勾配︓1.25　[ 隣地斜線 ] ⽴上がり︓20m 勾配︓1.25
平均地盤からの⾼さ︓4m　5~10ｍ範囲︓4時間　10ｍを超える範囲︓2.5時間
北側︓市道104号 本庄・⾼柳線 幅員約8ｍ（建築基準法第42条2項道路）
東側︓市道3059号 幅員約14ｍ（建築基準法第42条1項道路）
景観法第１６条第５項の規定による通知・宅地造成等規制区域外・⼟砂災害警戒区域外

■計画地
　・計画地は、JR瀬⾼駅から約1.2km、みやま市役所の北側、みやま市⽴図書館の⻄側に位置している。
　・計画地の南側および、⻄側は、⽔路に接している。
　・計画地⻄側の農地は本施設および市役所の駐⾞場として整備予定（別途計画中）。

計画地

矢部川

N

[計画地現況図]

■建築場所

■区域区分
■⽤途地域
■地域地区
■主要⽤途
■敷地⾯積
■延床/建築⾯積
■最⾼⾼さ/階数


